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１ 一般廃棄物の処理量の見込み 

（１）ごみ 

ア 燃やすしかないごみ １６，８３５ｔ／年＊１ 

イ 埋立てるしかないごみ １，０３９ｔ／年＊２ 

ウ 粗大ごみ ６００ｔ／年 

エ 資源ごみ 

（ア） カン類 ２５４ｔ／年 

（イ） ビン類 ３７７ｔ／年 

（ウ） ペットボトル １３３ｔ／年 

（エ） スプレー缶 ２４ｔ／年 

（オ） プラスチック類 ９１５ｔ／年 

（カ） 使用済小型家電 １１ｔ／年 

（キ） 使用済乾電池・使用済充電式電池 ３０ｔ／年 

（ク） 廃蛍光管 ２ｔ／年 

（ケ） 小型金属類 １５ｔ／年 

（コ） 草・木類 ３７１ｔ／年 

（サ） 紙類 １，５７１ｔ／年 

（シ） 生ごみ・食用油 ０ｔ／年 

（ス） 古布類 ５３ｔ／年 

（セ） ライター １ｔ／年 

（２）犬、猫等の死体 ４１７体／年 

（３）し尿及び汚泥 

ア し尿 ４，４３７kl／年 

イ 浄化槽汚泥 ４，３８３kl／年 

 

＊１ 重複カウントになるため、燃やすしかないごみから、粗大ごみ等を破砕したことにより生じる破

砕物の見込量及びプラスチック類の選別残渣の見込量を除いている。 

＊２ 重複カウントになるため、埋立てるしかないごみから、粗大ごみ等を破砕したことにより生じる

破砕物及びカン類・ビン類・プラスチック類の選別残渣の見込量を除いている。 
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２ 一般廃棄物の処理主体 

（１） ごみ 

種類 収集・運搬 中間処理 最終処分 

家庭系ごみ 市（委託）、許可業者等 市（直営又は委託） 市（直営又は委託）/民間処理施設 

事業系ごみ 許可業者等 市（直営又は委託） 市（直営又は委託）/民間処理施設 

○廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）第７条第１項に規定する許可業者

〔種別／一般廃棄物（ごみ）〕大田産業㈱、㈱カンポ、南丹清掃㈱、松波商店、安田産業㈱、サカエ産

業㈱、㈲丸加清掃、日進浄化槽センター㈱、㈲キンキ、㈱クリーンプラン 

 

（２）し尿及び汚泥 

種類 収集・運搬 中間処理 最終処分 

し尿 
(公財)環境かめおか、南

丹清掃㈱(委託) 脱水・焼却／京都中部 

クリーンセンター 

残渣埋立／大阪湾広域臨海環境整備 

センター神戸沖埋立処分場及び大阪 

沖埋立処分場 浄化槽汚泥 許可業者※下記のとおり 

○廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）第７条第１項に規定する許可業者

〔種別／浄化槽汚泥〕南丹清掃㈱、日進浄化槽センター㈱ 

 

３ ごみ処理実施計画 

（１）「美しいふるさとかめおか」を次代につなぐ活動を支援する。 

ア ごみ減量・資源化の市民活動の支援 

(ア) 美化活動や環境保全活動に取り組む団体や自治会等の地域コミュニティ団体へ 

の支援 

(イ) 地域コミュニティなどによる集団回収や適正な分別排出の取組の支援 

（ウ） 地域における持続可能な衛生保持の仕組みづくり 

イ 環境に配慮したイベントの推進・環境学習の充実 

(ア) 環境配慮型イベントの推進 

(イ) 大堰川・保津川をはじめとする自然環境をフィールドにした環境学習の展開 

(ウ) 小・中学校、義務教育学校における環境教育の強化 

(エ) 企業と連携した環境学習の開発・展開 

（オ） 就学前教育やエコウォーカーキッズチャレンジプログラム等の充実・展開 

ウ ゼロエミッションをオールかめおかで取り組むための支援 

(ア) 誰もがわかるごみ分別情報の提供  

(イ) 環境ポスター・標語等の募集による環境意識の啓発 

(ウ) 高齢者等ふれあい収集を通じたごみ出し支援 

エ 企業とのパートナーシップの構築 

(ア) 環境パートナーシップ協定の締結企業の拡大 

(イ) 環境パートナーシップ協定締結企業の製品・サービス等の周知・広報によるエシ

カル消費の普及促進 

（２）排出されるごみを徹底的に減らすため、２R（リデュース：排出抑制、リユース：再使用 
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を強化する。 

ア 生活系ごみの２Rに向けた取組 

(ア) エコバッグやマイボトルの持参等による、プラスチック製レジ袋やペットボトル 

をはじめとする使い捨てプラスチックの発生抑制対策の更なる推進 

(イ) 家庭から排出される食品廃棄物などの減量 

(ウ) 環境家計簿の普及拡大 

(エ) ごみを出さない買い物や環境にやさしい生活習慣（エシカル）の普及に向けた環 

境の整備 

(オ) リユース交換会の実施 

イ 事業系ごみの２Rに向けた取組 

(ア) 製造・使用・排出者責任を浸透させる啓発活動 

(イ) 紙ごみを資源物として受け入れることの検討  

(ウ) 桜塚クリーンセンターにおける搬入指導の実施  

(エ) 多量排出事業者の届出制度（条例制定など）の検討 

(オ) 事業者から排出される食品廃棄物の実態の把握 

(カ) 事業者から排出される食品廃棄物減量の取組 

  ウ 食品ロス対策の推進 

（ア） 食品ロスの発生状況、発生要因の周知啓発 

（イ） 「食品ロス削減推進計画」に基づく施策の展開 

  エ イベントごみ対策の推進 

（ア） リユース食器等の利用促進 

（イ） テイクアウト容器の削減 

（３）多様な資源化システムを構築する。 

ア 市民が取り組みやすい資源化システムの構築 

(ア) 公共施設における資源ごみ回収拠点の拡充 

(イ) 事業者と連携した資源ごみ回収拠点の拡充 

(ウ) 小型家電等のイベント回収の拡充 

（エ） コンポストによる生ごみの減量、資源化 

イ 事業者による資源化システムの構築 

(ア) 事業者による古紙、古着等の資源化の拡大 

(イ) 事業者と連携したペットボトルの資源回収、資源循環システムの構築 

（ウ） 事業者と連携したステンレスボトルの資源回収、資源循環システムの構築 

（エ） 事業者と連携したサーキュラーエコノミーによる持続可能なビジネスモデルの構 

築 

ウ 中間処理等の充実による資源化システムの構築 

(ア) 中間処理施設（民間）の活用による資源回収 

(イ) 埋立てごみの中間処理によるごみの減量、資源化率の向上 

(ウ) 焼却灰のリサイクルの検討 

  エ 廃棄物の資源化・エネルギー化と脱炭素に向けた取組の促進 

(ア) 生ごみのバイオガス発電に向けた事業化の検討 

(イ) 廃棄物のエネルギー化による再生可能エネルギー導入拡大及びエネルギーの地

産地消の推進 
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(ウ) 剪定枝や落葉等のバイオマス活用の推進 

  オ 分別ごみ拡大によるごみの減量・資源化の促進及び新たな分別拡大に向けた調査研 

究の促進 

（ア） 紙類、剪定枝・落葉、小型金属類、プラスチック一括回収等の分別拡大による大

幅なごみの減量 

(イ) 生ごみ及び使用済み紙おむつ等の資源化に向けた事業化の検討 

(ウ) 燃やすしかないごみ及び埋立てるしかないごみの大幅な減量を前提とした桜塚

クリーンセンターの更新の可否及び広域処理、さらにはエコトピア亀岡の延命化

及び域外処理の調査・研究 

  カ 経済効果を考慮した事業方式の調査研究の推進 

(ア)  将来の処理施設の事業化手法について、安定的な処理かつ経済効果が高い処理を   

 実現させるため、民間企業の資源・ノウハウの活用により相乗効果が期待できる 

「公民連携」方式等の導入についての調査研究 

（４）ごみの適正処理に向けた体制・仕組みを整備する。 

ア 収集・運搬体制の充実に向けた取組 

(ア) 安全安心な収集運搬体制の維持 

(イ) 収集体制等の効率化 

イ 受益者負担の適正化の取組 

(ア) ごみ処理手数料について、適切な仕組みとなっているかの検証や検討を引き続き 

実施 

ウ 適正処理困難物を適正に排出できる体制の整備 

(ア) 適正処理困難物に対する体制の整備 

(イ) 廃蛍光管や水銀体温計等有害ごみの安全な回収方法の整備 

エ 最終処分体制の充実に向けた取組 

(ア) 第 3期大阪湾フェニックス計画への参加 

（イ） 最終処分場の適正な維持管理 

（ウ） 医王谷エコトピア（旧最終処分場）の廃止確認に向けた取組 

オ 計画の着実な履行に向けた取組 

(ア) ごみ処理基本計画の進捗状況の点検・評価 

（５）不法投棄対策及び災害廃棄物対策を強化する。 

ア 不法投棄に対する監視活動の強化 

(ア) 不法投棄に対する監視活動の強化 

(イ) 捜査機関などの関係機関との連携強化 

（ウ） エコウォーカーによる新たな感覚での環境美化活動の推進 

（エ） アプリケーションソフトを活用したポイ捨てごみの可視化による環境美化の意識 

啓発 

イ 災害廃棄物対策の点検・見直し 

(ア) 災害廃棄物処理計画についての点検及び見直し 

(イ) 災害廃棄物についての適正処理の実施（発生時） 

 

関連施設の概要 

ア 資源ごみ選別資源化施設（エコトピア亀岡内） 
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〔形式及び公称能力等〕 

カン類：磁気式選別機＋プレス機（Ｃプレス ３．０ｔ／６ｈ） 

ビン類：ストックヤード（カレット）２０８．８ｍ3（Ｗ２４ｍ×Ｌ６ｍ×Ｈ１．４５ｍ） 

プラスチック類：ストックヤード ２２２．３９㎡ 

ペットボトル：ストックヤード ３８．９１㎡ 

使用済小型家電：ストックヤード ３２．８９㎡ 

イ 可燃性粗大ごみ破砕処理施設（エコトピア亀岡内） 

〔形式及び公称能力等〕 

磁気式選別機＋車両型 2軸剪断式破砕機（４．９ｔ／５ｈ） 

 

４ 収集・運搬計画 

種類及び区分 収集・運搬量 収集区域 収集方法 収集回数 搬入先 

燃やすしか

ないごみ 

家庭系 

１０，８１９ｔ 市内全域 ｽﾃｰｼｮﾝ 週２回 

桜塚ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ ２，５００ｔ 

南丹市及

び京丹波

町全域 

船井郡衛

生管理組

合より 

搬入 

週１回 

事業系 ５，４７８ｔ 市内全域 戸 別 随 時 

埋立てるし

かないごみ 
家庭系 ９５２ｔ 市内全域 ｽﾃｰｼｮﾝ 月２回 

ｴｺﾄﾋﾟｱ亀岡 

(埋立処分場) 

粗

大

ご

み 

可燃性 家庭系 １３２ｔ 

市内全域 

戸 別 随 時 
ｴｺﾄﾋﾟｱ亀岡 

(破砕処理施設) 

不燃性 家庭系 ５１ｔ 戸 別 随 時 
ｴｺﾄﾋﾟｱ亀岡 

(保管施設) 

資 源 ご み 

カン類 ２５４ｔ 市内全域 ｽﾃｰｼｮﾝ 月２回 

ｴｺﾄﾋﾟｱ亀岡 

(資源化施設及び

保管施設) 

ビン類 ３７７ｔ 市内全域 ｽﾃｰｼｮﾝ 月２回 
ｴｺﾄﾋﾟｱ亀岡 

(保管施設) 

ペットボトル １３３ｔ 市内全域 

ｽﾃｰｼｮﾝ 月２回 
ｴｺﾄﾋﾟｱ亀岡 

(保管施設) 

拠 点 随 時 民間処理施設 

スプレー缶 ２４ｔ 市内全域 ｽﾃｰｼｮﾝ 月２回 

ｴｺﾄﾋﾟｱ亀岡 

(資源化施設及び

保管施設) 

プラスチック類 ９１５ｔ 市内全域 ｽﾃｰｼｮﾝ 週１回 
ｴｺﾄﾋﾟｱ亀岡 

(保管施設) 

使用済小型家電 １１ｔ 市内全域 拠 点 随 時 
ｴｺﾄﾋﾟｱ亀岡 

(保管施設) 

使用済乾電池・

使用済充電式電

池 

３０ｔ 市内全域 ｽﾃｰｼｮﾝ 月２回 
ｴｺﾄﾋﾟｱ亀岡 

(保管施設) 

廃蛍光管 ２ｔ 市内全域 拠 点 随 時 民間処理施設 

小型金属類 １５ｔ 市内全域 ｽﾃｰｼｮﾝ 月２回 
ｴｺﾄﾋﾟｱ亀岡 

(保管施設) 

草・木類 ３７１ｔ 市内全域 ｽﾃｰｼｮﾝ 月１回 
ｴｺﾄﾋﾟｱ亀岡 

(保管施設) 
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紙類 １，５７１ｔ 
市内全域 ｽﾃｰｼｮﾝ 月１回 

資源回収業者施設 
市内全域 拠 点 随 時 

古布類 ５３ｔ － 戸 別 随 時 資源回収業者施設 

ライター １ｔ 市内全域 ｽﾃｰｼｮﾝ 月２回 
ｴｺﾄﾋﾟｱ亀岡 

(保管施設) 

○収集・運搬量は、委託業者及び許可業者による収集量見込みの合計である。なお、それ以外に自己に

よる直接持込み及び災害搬入・地域清掃に伴う搬入等がある。 

〇許可業者が行う収集について、方法は「戸別」、回数は「随時」 

 

５ 中間処理計画 

処理施設の概要 

施 設 名 桜塚クリーンセンター 

所 在 地 亀岡市東別院町小泉桜塚６番地の６ 

型 式 連続燃焼式 

公称能力 １２０ｔ/日(６０ｔ/炉) 

搬入される廃棄物の搬入者

別内訳量 

委託業者 １０，８１９ｔ/年 

許可業者 ５，４７８ｔ/年 

船井郡衛生

管理組合 
２，５００ｔ/年 

そ の 他 １，３１７ｔ/年 

残渣の量及び処分方法 ２，６６０ｔ/年(海面埋立処分) 

○搬入される廃棄物の搬入者別内訳量欄にある「その他」は、自己による直接持込み、災害搬入・地域

清掃に伴う搬入及び粗大ごみ等を破砕したことにより生じる破砕物の見込量である。 

 

６ 最終処分計画 

（１）一般廃棄物 

最終処分場の概要 

施 設 名 エコトピア亀岡 

所 在 地 亀岡市東別院町大野法華１ 

埋立面積 １３，７４０㎡ 

埋立容量 ７７，９２０㎥ 

残余容量 １５，０２２㎥ 

搬入される廃棄物の搬入者

別内訳量 

委託業者 ９３６ｔ/年 

許可業者 １６ｔ/年 

そ の 他 １０６ｔ/年 

年間埋立容量 ３，０３３㎥ 

埋立計画 
埋立区域 山間埋立 

埋立方法 サンドイッチ工法、セル工法の併用 

○搬入される廃棄物の搬入者別内訳量欄にある「その他」は、自己による直接持込、災害搬入・地域清

掃に伴う搬入、粗大ごみ等を破砕したことにより生じる破砕物及びカン類・ビン類の選別残渣の見込

量である。 

 

搬入施設 民間処理施設 

搬 入 者 委託業者 

搬 入 量 ８０ｔ/年 

〇不燃性粗大ごみの残渣埋立ては、三重県の民間業者に委託 
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（２）焼却残渣 

埋立場所 大阪湾広域臨海環境整備センター神戸沖埋立処分場及び大阪沖埋立処分場 

搬入施設 尼崎基地 

搬 入 者 委託業者 

搬 入 量 ２，６６０ｔ/年 

 

７ 生活排水処理実施計画 

（１）生活排水処理計画 

区  分 処理対象区域 対象人口 

公共下水道 

亀岡地区（三宅町、東竪町、西竪町、突抜町、横町、古世

町・北古世町、京町、呉服町、旅籠町、新町、矢田町、上

矢田町・中矢田町・下矢田町、塩屋町、柳町、本町、紺屋

町・荒塚町、南郷町、西町、内丸町、追分町、北町、安町・

河原町・余部町・宇津根町・北河原町）、大井町、千代川

町、篠町、東つつじケ丘、西つつじケ丘、南つつじケ丘、

曽我部町、吉川町、薭田野町の各一部又は全部 

７１，４７６人 

特定環境保全公共下水道 保津町 ６２２人 

農業集落排水施設 
東本梅町、宮前町、本梅町、西別院町の一部（犬甘野）、

旭町、馬路町の一部、千歳町の一部、河原林町 
４，８３２人 

小規模集合排水処理施設 東別院町の一部（小泉） ４９人 

浄化槽 市内全域 ４，０１６人 

その他（委託業者） 市内全域 ４３１人 

 

（２）し尿・汚泥の処理計画 

ア 収集・運搬計画 

種類及び区分 収集・運搬量 収集回数 収集方法 収集区域 

し尿 委託業者 ４，４３７Kl/年 月１回 戸別 市内全域 

浄化槽汚泥 許可業者 ４，３８３Kl/年 随時 戸別 市内全域 

 

イ 中間処理計画 

処理施設の概要 

施 設 名 京都中部クリーンセンター 

所 在 地 南丹市八木町室河原大見谷４７番地 

処理方式 膜分離高負荷脱窒素処理方式＋高度処理＋焼却 

公称能力 ９４kl/日 

搬入される廃棄物の搬入

者別内訳量 

委託業者 ４，４３７kl/年 

許可業者 ４，３８３kl/年 

残渣の発生量及び処分方法 ６０ｔ（海面埋立処分） 
 

処理施設の概要 

施 設 名 半国浄化センター（農業集落排水処理施設） 

所 在 地 亀岡市東本梅町赤熊アリマノ１７番地２ 

処理方式 オキシデーション・ディッチ方式 

公称能力 ２７６㎥/日 

脱水汚泥の発生量及び処分方法 ３６t（三重県の民間業者に委託） 
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ウ 最終処分計画 

埋立場所 大阪湾広域臨海環境整備センター神戸沖埋立処分場及び大阪沖埋立処分場 

搬入施設 尼崎基地 

搬 入 者 委託業者 

搬 入 量 ６０ｔ/年 

 

搬入施設 民間処理施設 

搬 入 者 委託業者 

搬 入 量 ３６ｔ/年 

 


